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 令和６年３月 25日付で、地方公務員法第 29条に基づき、以下のとおり職員の

懲戒処分を行いました。 

 

【不適切な情報管理及び勤怠管理】 

１ 経緯 

  区職員が私有パソコンにより不適切な情報管理を行っていたこと。また、別

の職員による不適切な勤怠管理があったなどとする公益通報を受けたことに関

して、令和６年１月 26日付で公表し、その後、区による調査を行いました。 

 

２ 事件の内容 

 （１）職員による利用登録がされていない私有パソコンを使用した情報資産の

管理があった。 

 （２）職員による勤務実態とは異なる出退勤管理があるとともに、自動車通勤

により、通勤届の内容と異なる通勤を行い、約 30万円の通勤手当を不適正

に受給した。 

なお、当該職員は、不正に受給した通勤手当を全額返納している。 

 （３）本事案が知らされた当初に十分な調査や指導等がされていなかった。 

 

３ 被処分職員及び処分内容 

被処分職員 処分内容 発令年月日 

《所属》区民生活部 
《職層》部長級 
《年齢》59歳 

減給 10分の１
１箇月 

令和６年３月 25日 

《所属》区議会事務局 
《職層》課長級 

《年齢》61歳 

戒告 令和６年３月 25日 

《所属》教育委員会事務局 
《職層》会計年度任用職員 
《年齢》59歳 

戒告 令和６年３月 25日 

なお、事案に関与した職員のうち、区に派遣されている職員の処分の取扱

いについては、派遣元と協議中です。 

 



【区長のコメント】 

  本事案は公務員の信用を失墜させるものであり、心よりお詫び申し上げます。 

 今回の事案を厳粛に受け止め、公務員としての自覚を促すとともに、より一

層、綱紀保持と服務規律の徹底を図り、区民の皆様の信頼回復に取り組んでま

いります。 

  また、今後は教育長とともに杉並区教育委員会における風通しの良い職場づ

くりに取り組んでまいります。 


